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午前 10:00～午後 3:00 

 

2023年度臓器移植実施数 

コロナ禍前の水準を超える 
 

 6 月 11 日に開かれた参議院厚生労働委員会におい

て、2023 年度の臓器移植実施状況等が報告され、新

型コロナウイルス感染症下で大きく減少した臓器提供・

移植実施は、コロナ禍前の水準を超える状況になって

いることが分かりました。 

 腎臓に関しては、腎臓提供が

119 名（前年比 8 名増）で移植

実施は 227件（同 12件増）、そ

のうち脳死者からの提供は 104

名（同 8 名増）で移植実施は

202件（同 16件増）でした。 

臓器移植普及推進キャンペーン 
 

⚫  「グリーンリボンデー」の 10 月 16 日に、富山県

移植推進財団との協働で街頭キャンペーンを実

施します。ご協力いただける方は本会事務局へ

ご連絡ください。 
 

⚫ 日 時 令和 6年 10月 16日（水） 

18：00～19：00 （17：30集合） 
 

⚫ 場 所 富山駅 新幹線中央改札口前 
 

⚫ 内 容 移植啓発に関するチラシ配布 

      ブース出展（パネル・ポスター展示） 
 

 臓器移植法が施行された 10月 16日を「グリー

ンリボンデー」として、家族や大切な人と「移植」

のこと、「いのち」のことを話し合い、お互いの臓

器提供に関する意思を確認する日としていま

す。グリーンは移植医療のシンボルカラーです。 
 

 

 

移植者懇談会 

 腎臓移植を受けた方やそのご家族の交流会を

行います。コーディネーターさんのお話や皆さん

で情報交換しながら有意義な時間をすごしましょ

う。この機会にぜひご参加ください。 

 なお、移植者の皆様へは本会事務局から改め

て案内状をお送りします。 
 
 

⚫ 日 時 令和 6年 10月 20日（日） 

13：30～15：30（受付 13：00～） 
 

⚫ 場 所 富山市まちなか総合ケアセンター 

1階 まちなかサロン 
 

⚫ 参加費 無料（事前申込制） 
 

 

糖尿病講演会 

「糖尿病を予防して健康寿命をのばそう」 
 

どなたでもお気軽にご参加ください。 
 

⚫ 日 時  令和 6年 10月 6日（日） 

10：00～12：00（受付 9：30～） 

⚫ 場 所  富山県民会館 6階 611号室 

⚫ 内 容 

講演① 「知って長生き、糖尿病の最新情報」 

富山市立富山市民病院 

 院長 内分泌代謝内科部長 

家城恭彦先生 
 

講師② 「今日からできる 糖尿病を予防する食事」 

 管理栄養士 糖尿病療養指導士 

四十山冴衣子先生 

⚫ 参加費  無料（事前申込制） 

⚫ 申込方法 

下記 URL または二次元コードからお申込みください 

https://shinsei.pref.toyama.lg.jp/eVKlvGTS 
 

⚫ 申込期限 10月 2日（水） 

富山県民ボランティア・NPO大会 

⚫ 日 時 令和 6年 10月 19日（土） 

10：00～15：00 

⚫ 場 所 総曲輪グランドプラザ 

 本会も大型ビジョン（PR動画）、 

 パネル展示で活動を紹介します。 
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おくやみ 

⚫ 植松 順子 殿 氷見市民病院 享年 60歳 

⚫ 高村 信雄 殿 厚生連滑川病院 享年 77歳 

⚫ 山本 重樹 殿 不 二 越 病 院 享年 58歳 
 

謹んでご冥福をお祈り致します 

 

今後の予定 
 

⚫ 第 59回理事会 9/22  富山市総合社会福祉ｾﾝﾀｰ 

⚫ 糖尿病講演会 10/6    富山県民会館 

⚫ 移植推進街頭キャンペーン 10/16 富山駅南北自由通路 

⚫ 富山県民ボランティア・NPO大会 10/19 総曲輪グランドプラザ 

⚫ 第 58回総会 10/20     サンフォルテ 

⚫ 移植者懇談会 10/20 富山市まちなかサロン 

 

先発医薬品を希望すると 10月から患者負担発生（選定療養導入へ） 
 

 今年 10 月から、後発医薬品（ジェネリック医薬品）のある先発医薬品（長期収載品）を患者が希望

する場合、差額ベッド代と同じ「選定療養」となり、その差額（先発医薬品と後発医薬品の価格差の 4

分の 1相当の料金）分は患者の新たな負担になります。 

 選定療養は保険が効かないため、自立支援医療や自治体の障害者医療費助成などの公費負担

医療制度の対象にならず、負担額を軽減することはできません。 

 なお、医師が医療上必要と認めた場合（※）や、薬局に後発医薬品の在庫がない場合、また入院

の場合は選定療養対象外とし、これまでどおり保険の給付対象になります。 

 

（※）選定療養の対象外となる「医療上の必要性」とは 
 

 厚生労働省は、7 月 12 日、先発医薬品の選定療養に関する疑義解釈に関する通知を出し、選定

療養の対象外とする「医療上の必要性」が認められるケースを例示しました。 

 それによると、副作用や他の薬との飲み合わせによる相互作用など安全性の観点等から医師が判

断した場合や、後発品の剤形では飲みにくい、吸湿性により一包化ができないなど剤形上の違いで

先発品にすると判断した場合は「医療上の必要性」に該当するとしています。患者にとっての使用感

など、有効性と直接関係のない理由では必要と認められません。 

 今後、後発医薬品が飲みづらい等により先発医薬品を希望する際は、その理由（例えば、のどに詰

まって飲み込みづらい等の不都合が生じ、困っていること）について、主治医とよく相談することが重

要になってきます。       【参考】 https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001275325.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

※上記二次元コードから厚生労働省ホームページの関連ページにアクセスできます 
 

 

透析患者のための勉強会 
 

・日時 令和 6年 11月 24日（日） 10：00～12：00 

・会場 自治労とやま会館 3階 大会議室 
 

※詳細は事務局ニュース 10月号に掲載します 


